
６ 研修事業計画

（１）基本研修 【養護教育課所管研修】

NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

１ 盲・聾・養護学校初任者 60日 初任者に対し、盲・聾 ●各学校の計画による。(校内における研修)
研修 程度 ・養護学校の教育内容・ ※指導教員等による指導
（盲・聾・養） 方法に関する実践的指導 （児童生徒の障害の理解、

初 〔34名〕 30日 力と養護教育に対する使 授業参観、研究授業等）(校外における研修)
命感を養うとともに、幅

任 宿泊研修（ ) 広い知見を得させ、教員 ●教員としての心構え、教二本松青年海外協力隊訓練所等

一次研修 (3 ) としての資質の向上を図 員の服務・勤務、児童生徒７ ／ ２ ５ ～ ７ ／ ２ ７ 日
者 二次研修 (3 ) る。 理解、障害児の医療と教育２ ／ ６ ～ ２ ／ ８ 日

教育センター等における研修 国際理解、男女共同参画社
研 基本研修 (2 ) 会等４ ／ １ ８ ～ ４ ／ １ ９ 日

(2 ) ●他校参観研修､課題研究､カ ウ ン セ リ ン グ 研 修 ５ ／ １ ６ ～ ５ ／ １ ７ 日
修 情報教育研修 (1 ) 企業・更生施設等参観研修、８ ／ １ ７ ， ８ ／ ２ ０ 日

障害種別研修 (1 ) 福祉施設実習、等９ ／ １ ２ ， ９ ／ １ ９ 日
学部別研修 (1 )1 1 ／ ７ 日

月 ～ 月 日 )地区別研修 4 3 (17

１ 盲・聾・養護学校経験者 12日 教職経験５年の教員の ●教職員の服務と勤務、課
研修Ⅰ 程度 教科の専門的な知識・能 題研究、教師論、子供の行(校内における研修)
（盲・聾・養） 力の深化を図るとともに､ 動理解とかかわり方、研究

〔50名〕 (5 ) 道徳、特別活動、自立活 授業、等日
経 動の指導及び学級経営、

生徒指導並びに関係諸機 ●教師の在り方、障害児の(校外における研修)
験 関等との連携についても 理解と援助の在り方、個別

・教職基本研修(養護教育センター) ３日 研修を行い、職務遂行能 の指導計画と学習指導、地
者 力の向上を図る。 域社会と福祉、養護教育と

特に、国数英については、 医療、養護教育における諸５ ／ ３ ０ ～ ６ ／ １
研 中高を通した教科の指導 問題等

力を高めるため、中高合
修 （校外における研修） (2 ) 同の教科研修の場を設け ●いじめや不登校、生徒指日

・ る。 導に関する研修、等いじめに関する研修(教育センター)
１ ２ ／ ３ ～ １ ２ ／ ４Ⅰ １班
１ ２ ／ ６ ～ １ ２ ／ ７２班

・研修会等研修 (2 ) ●各種研究発表会、講習会、日
教科指導研修参加、等

１ 盲・聾・養護学校経験者 12日 教職経験10年の教員の ●教職員の服務と勤務、課(校内における研修)
研修Ⅱ 程度 教科の専門的な知識・能 題研究、教師論、子供の行
（盲・聾・養） (5 ) 力の深化を図るとともに､ 動理解とかかわり方、研究日

経 〔48名〕 道徳、特別活動、自立活 授業、等
動の指導及び学部・学級
経営、教育課程の編成と ●教師の在り方、教育と医(校外における研修)

験 実施、社会貢献活動体験 学、障害児の指導実際、個
・教職基本研修(養護教育センター) 並びにコンピュータの操 別の指導計画、行動の理解

(3 ) 作等についても研修を行 と援助の在り方、学校の諸日
者 い、職務遂行能力の向上 課題、等９ ／ ４ ～ ９ ／ ６

を図る。特に、国数英に
(校外における研修) (2 ) ついては、中高を通した ●社会福祉施設での介護体日

研 ・社会貢献活動体験研修 教科の指導力を高めるた 験、環境保護活動、文化活
め、中高合同の教科研修 動、等
の場を設ける。

修 ・コンピュータに関する研修 (1 ) ●情報通信ネットワークの日
（養護教育センター) 活用と実際、養護教育にお
1 2 ける効果的なコンピュータ班 １ ０ ／ １ ６ 班 １ ０ ／ １ ７

Ⅱ 活用、等

・研修会等研修 (1 ) ●各種研究会、講習会、教日
科指導研修参加、等

１ 盲・聾・養護学校経験者 ・各学校の計画に ４日 教務主任、学年主任な ●学校の課題解決の実際
研修Ⅲ よる。 程度 どの職にある教員に対し、 （課題研究）、学校の管理

経 （盲・聾・養） (1 ) 学校経営及び教育課程の 運営、等日
験 〔13名〕 編成等学校管理運営上の
者 (3 ) 諸問題について研修を行 ●生涯学習社会における養・ 養 護 教 育 セ ン タ ー 日
研 い、中堅教員としての資 護教育の役割、学校の課題１ １ ／ ２ ７ ～ １ １ ／ ２ ９
修 質の向上を図る。 解決の方法と実際、学校の
Ⅲ 実態を踏まえた教育課程の

実施、学校の管理運営、養
護教育を支える中堅教員の
役割、等



（２）職能研修

NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

１ 教務主任研修会 ２日 教務主任に対し、各校 ●教育課程編成上の留意点、・ 養 護 教 育 セ ン タ ー

（盲・聾・養） における教育計画の立案 教育課程実施上の課題、学１ ０ ／ １ ～ １ ０ ／ ２

職 〔37名〕 や学校運営に関する研修 校運営と教務主任の役割、
を行い、その資質向上及 等

能 び校務運営の適正化を図
る。

研

修 ２ 進路指導主事研修会 １日 進路指導主事に対し、 ●盲・聾・養護学校の現状・ 養 護 教 育 セ ン タ ー

（盲・聾・養） 各校での進路指導上の課 と課題、進路指導の意義と５ ／ ２ １
Ⅰ 〔19名〕 題の改善や校内進路指導 指導計画、現場実習の進め

体制の充実について研修 方、等
を行い、進路指導の充実
を図る。

１ 訪問教育担当教員講習会 ３日 訪問教育担当教員に対 ●重度・重複障害児の病理・ 養 護 教 育 セ ン タ ー

（養） し、家庭や病院、施設で 重度・重複障害児とのかか８ ／ ２ １ ～ ８ ／ ２ ３
〔18名〕 行う教育について指導上 わりの視点、個別の指導計

の諸問題に関する研修を 画の作成、授業の改善・充
行い、指導内容・方法の 実、高等部における訪問教
改善、充実を図る。 育の課題、等

職
２ 障害児就学指導講習会 ・ １日 各市町村、学校におけ ●養護教育における現状と県 北 ５ ／ ２ ２

・ る障害児就学指導関係者 課題、障害児の理解、就学(小・中 校長・教頭・教務 県 中 ５ ／ ２ ９
・ に対し、障害児の就学に 相談の進め方、教育委員会主任・地教委) 県 南 ６ ／ 5

〔各地区60名 計360名〕 ・ ・ ついて研修を行い、就学 として適正な就学指導を進会 津 南 会 津 ６ ／ １ ２
・ 指導の適正化を図る。 めるための課題と工夫、就相 双 ６ ／ １ ９
・ 学指導を学校体制として進い わ き ６ ／ ２ ７

めるための課題と工夫、障
能 害の判断及び就学指導の在

り方、就学指導のための検
査の活用、等

３ 特殊教育新任担当教員研 ５日 小・中学校特殊学級担 ●養護教育の現状と課題、・ 養 護 教 育 セ ン タ ー

修会 (3 ) 当教員、通級指導教室担 養護教育の実際、学習の原６ ／ ５ ～ ６ ／ ７ 日
（小・中・盲・聾・養） (2 ) 当教員及び盲・聾・養護 理を踏まえた望ましい指導日

〔70名〕 学校教員のうち、養護教 の在り方、医学から見た養
研 育未経験者に対し、養護 護教育の在り方、教材・教・ 校 内 に お け る 研 修

教育に関する基礎的事項 具の工夫と活用、等
について研修を行い、養 ●各学校の計画による
護教育に携わる教員とし
ての資質を高める。

４ 軽度障害児指導法セミナ ・県 北 １日 小・中学校の教員で、 ●盲・聾・養護学校の授業９ ／ ２ ０
ー ・県 中 軽度の障害児を担当して 参観、養護教育の考え方や９ ／ １ １

修 （小・中） ・県 南 いる教員を対象に、障害 指導方法、軽度障害児の理９ ／ １ ３
〔193名〕 ・ ･ 児及び障害等に関する基 解と援助、等会 津 南 会 津 ９ ／ ６

・相 双 礎的な理解や援助の方法９ ／ ４
・いわき について研修・研究を進９ ／ ５

め、指導力の向上を図る
とともに、盲・聾・養護
学校とその教育について

Ⅱ の理解と啓発を図る。

５ 盲・聾・養護学校養護教 １日 盲・聾・養護学校の養 ●児童生徒の障害の多様化・ 養 護 教 育 セ ン タ ー

諭研修会 7/30 護教諭を対象に、障害児 に対応した指導の在り方、
（盲・聾・養） の理解と適切な対応を行 校内における医療的ケアの

〔28名〕 うため、専門的な知識、 在り方、障害児の健康教育、
技能を高める研修を行い、 性教育、等
その資質の向上を図る。



NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

職 ６ 盲・聾養護学校実習助手 養護教育センター １日 盲・聾・養護学校の実 ●養護教育における諸課題
能 研修会 7/9 習助手に対し、養護教育 と実習助手の役割、職務遂
研 （盲・聾・養） における諸課題、実習助 行上の配慮事項と課題、等
修 〔30名 手の役割に関する研修を〕
Ⅱ 行い、その資質の向上を

図る。

１ 県立盲・聾・養護学校教 養護教育センター ２日 盲・聾・養護学校の教 ●教頭のリーダーシップ、
職 頭研修会 7/31～ 頭に対し、学校運営、学 盲・聾・養護学校の教頭に８ ／ １
能 （盲・聾・養） 校の実態や児童生徒の障 期待すること、盲・聾・養
研 〔27名〕 害の状態に応じた教育活 護学校の教育課程と学習指
修 動等の諸課題に関する研 導、自校の教育課題の理解
Ⅲ 修を行い、管理職として に向けた教頭の取り組み、

の資質の向上を図る。 等

（３）専門研修

NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

１ 特殊教育新教育課程講習 ・県内４地区 １日 平成１０年度に告示さ ●学習指導要領の趣旨及び
専 会 県北 れた盲・聾・養護学校学 内容の説明、教育課程実施８ ／ ７
門 （小・中・盲・聾・養） ･ 習指導要領について、そ 上の諸問題についての研究県 中 県 南 ８ ／ 6
研 〔488名〕 ･ の趣旨及び内容の説明等 協議、等会 津 南 会 津 ８ ／ ８
修 ･ を行うことによって趣旨相 双 い わ き ８ ／ ９
Ⅰ の徹底と新教育課程の円

滑な実施を図る。

（４）特別研修

NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

１ 特殊教育内地留学 ・宮城教育大学 １年 養護教育の指導的立場 ●養護教育に関する主題研
（小） に立つ教員に対し、専門 究。

〔1名〕 的知識及び技術を習得さ
せ、その資質の向上と指

特 導力の充実を図る。

２ 国立特殊教育総合研究所 ・国立特殊教育総 3 養護教育を担当する教 ●長期研修か 月
専門研修 合研究所 又は 員に対し、専門的知識及 (1)重複障害教育、等
（小・中・盲・聾・養） １年 び技術を習得させ、その ●短期研修

別 〔9名〕 資質及び指導力の向上を (1 )知的障害教育
図る。 (2)重度・重複障害教育

(3)教育工学
(4)病弱教育
(5 )視覚障害教育

研
３ 新任特殊教育諸学校等 ・国立特殊教育総 ５日 新任校長・教頭に対し、 ●文部科学省の計画による。

校長教頭講習会 合研究所 特殊教育について必要な
（盲・聾・養） 研修を行い、資質の向上

〔2名〕 を図る。
修

４ 特殊教育諸学校寮母講習 ３日 盲学校、聾学校及び養 ●文部科学省の計画による。・東京都
会 護学校の寄宿舎において
（盲・聾・養） 幼児、児童及び生徒の指

〔3名〕 導に当たる寮母の資質の
向上を図る。



NO 研修会又は講座の名称 場 所 研修 目 的 内 容研 修
(校種)〔研修予定人数〕 期 日 日数分 類

５ 特殊教育センター等教育 ・国立特殊教育総 10日 養護教育センター等に ●文部科学省の計画による。
相談職員講習会 合研究所 おいて、障害のある子ど
(養護教育センター等） もの教育相談を担当して
〔1名〕 いる職員の資質の向上と

教育相談業務の円滑な運
営を図る。

６ 障害児就学指導研究協議 ・東京都 ２日 障害児の適正な就学指 ●文部科学省の計画による。
会 導についての研究協議を
（盲・聾・養） 行い、就学指導関係職員

特 〔2名〕 の資質の向上を図る

７ 「通級による指導」指導 ・国立特殊教育総 10日 「通級による指導」担 ●文部科学省の計画による。
者講習会 合研究所 当者の指導力の向上を図

〔2名〕 り、各地域における「通
級による指導」について
円滑な運営に資する。

８ 盲学校理療科担当教員講 ・東京都 ５日 盲学校高等部理療科教 ●文部科学省の計画による。
別 習会 員に対し、専門的知識及

（盲） び技術の研修を行い、理
〔2名〕 療科教員の改善充実を図

る。

９ 聴覚障害教育担当教員講 ・千葉県 ４日 聾学校教員に対し、聴 ●文部科学省の計画による。
習会 覚障害教育に関する専門
（聾） 的知識及び技能を高める
〔2名〕 研修を行い、聴覚障害教

研 育の改善充実を図る。

10 学習障害児等指導者講習 ・国立特殊教育総 ５日 学習障害及びこれに類 ●文部科学省の計画による。
会 合研究所 似する学習上の困難を有

〔2名〕 する児童生徒に対する指
導法について、指導的立
場に立つ者の指導力の向
上を図り、その充実に資
する。

修
11 交流教育地域推進指導者 ・国立特殊教育総 １日 盲・聾・養護学校の教 ●文部科学省の計画による。

講習会 合研究所 員等を対象にして、盲・
〔3名〕 聾・養護学校の児童生徒

と小・中学校の児童生徒
等や地域の人々との交流
についての実践事例等の
発表及び協議を行い、も
って交流教育及び障害の
ある児童生徒に対する理
解と認識の推進に資す
る。

【研修講座数 及び 研修予定人員】

基本研修 職能研修 専門研修 特 別
計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 研 修初 任 者 研 修 経 験 者 研 修 Ⅰ 経 験 者 研 修 Ⅱ 経 験 者 研 修 Ⅲ

講
座 1 1 1 1 2 6 1 1 0 0 11 25
数

研人
修
予 34 50 48 13 56 699 27 488 0 0 29 1,444
定員


